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企業学び楽舎講座に参加して 
〜将来の進路を考える貴重な体験〜 

11 ⽉ 7 ⽇には、キャリア教育推進事業の⼀環として、「企業学び楽舎

講座」を実施しました。これは、⽣徒たちが様々な職業への理解を深め、

将来の地元就職や進路選択について具体的にイメージできるよう、地域

の企業の⽅々が来校し、仕事のやりがいや⼤変さについて直接お話を伺

ったり、実際の業務の⼀部を体験したりする貴重な機会です。 

⽣徒たちはメモを取りながら熱⼼に企業の⽅のお話に⽿を傾け、普段

の学習とは異なる真剣な表情で体験活動に取り組んでいました。クレーン⾞を使った体験や、アニメ業界におけるイラストの⼯

夫などの講義、医療現場でのやり甲斐と苦悩など、多岐にわたる講座が展開され、⽣徒たちは「思ったより⾯⽩そう！」、「知って

いる建物がこの会社のものだと知って驚いた」といった感想を述べ

ていました。この講座を通じて、⼦ども達は働くことの意義や社会の

仕組みについて理解を深め、将来の職業⽣活に向けた具体的な⽬標

を考えるきっかけとなったようです。今回の経験を、⽣徒たちの今後

の進路選択に繋げていければと考えています。 

保護者の皆様におかれましても、ぜひこの機会にご家庭で進路や

就職について触れていただき、お⼦様の感じたことや考えたことを

聞いていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。 

2学期・期末考査の直前です。 
12 ⽉2 ⽇（⽕）、3 ⽇（⽔）の⼆⽇間で期期末考査が予定されています。今学期の学習の成果を発 

揮する⼤切な機会です。⼦ども達は皆、⽇々の授業に真剣に取り組んでいますが、テストに向け 

ては、授業で学んだ内容を⾃分⾃⾝の⼒として定着させるための「家庭学習」が不可⽋

です。 

今回の定期考査は、2 ⽇、3 ⽇と直近ですが、年が明けると、実⼒テストや、3 学期

には学年末考査も予定されています。保護者の皆様におかれましても、「学習に向かうようにお声かけ」や、学習計画の進捗につ

いて⼀緒に確認するなど、お⼦様の学習を温かく⾒守り、サポートしていただけますようお願い申し上げます。⼗分な睡眠と栄養

⾯でのサポートも、集中⼒維持のために⼤切です。よろしくお願いします。 

学校への携帯電話・スマートフォンの持ち込みについて 
4⽉の⼊学式の後、学年主任からとの内容を皆様⽅にお伝えした際、学校への携帯電話およびスマートフォンの持ち込みは、原

則禁⽌との内容をご連絡したと思います。しかしながら、学校内での所持や授業中に隠れて使⽤するといったケースが後を絶ち

ません。学校⽣活における個⼈の携帯電話・スマートフォンは、教育活動上必要のないものであり、むしろ学習への集中阻害、盗

難・紛失といったトラブル、またSNS等を介したいじめやネットトラブルの原因となり得ます。 

⼦ども達が、学校で安全かつ健全に過ごすための環境維持は、学校の責務であると同時に、保護者の皆様のご協⼒なくしては成

り⽴ちません。 

つきましては、下記の通り改めて強くお願い申し上げます。 

・学校には、携帯電話・スマートフォンを持たせないでください。 
・ご家庭におかれまして、各端末の管理を徹底してください。（学校に登校している時間帯はリビングで管理） 
万が⼀、緊急連絡等の必要性がある場合は、必ず学校（担任または学年主任）にご連絡ください。 

学校内での所持が確認された場合、⽣徒指導の対象となります。保護者の皆様におかれましても、「⼦どもには持たせていない」

「電源を切っているから⼤丈夫」ではなく、今⼀度、ご家庭での端末の管理⽅法や、お⼦様との利⽤ルールについてご確認いただ

き、本件に関する学校の⽅針へのご理解とご協⼒を重ねてお願い申し上げます。⼦どもたちのより良い学校⽣活の確保のため、保

護者と学校が連携し、毅然とした態度で指導にあたる必要があります。よろしくお願いいたします。 

12月の行事予定 
日 曜日 行 事 日 曜日 行 事 

１ (月)  17 (水) 給食最終日／大掃除 

２ (火) 2学期 期末考査① 18 (木) 保護者懇談① 

３ (水) 2学期 期末考査②／生徒専門委員会 19 (金) 保護者懇談② 

４ (木)  20 (土)  

５ (金)  21 (日)  

６ (土)  22 (月)  

７ (日)  23 (火)  

８ (月)  24 (水) 終業式 

９ (火)  25 (木)  

10 (水)  26 (金)  

11 (木) 保健集会 27 (土)  

12 (金)  28 (日) 閉庁日 

13 (土)  29 (月) 閉庁日 

14 (日)  30 (火) 閉庁日 

15 (月)  31 (水) 閉庁日 

16 (火)   


